笠岡市離島航路改善計画策定業務　実施要領
上記の業務をプロポーザル（企画提案）方式（以下「プロポーザル」という。）で実施事業者を選定することについて，必要な事項を本要領で定める。
１　目的
笠岡諸島は岡山県の南西部に位置しており，南は香川県，西は広島県に接し，大小約３０の島々 が南北に帯状に点在している。そのうち高島・白石島・北木島・真鍋島・大飛島・小飛島・ 六島の７つの島が有人島である。人口は，笠岡諸島全体で令和８年１月１日現在１，１１４人，世帯数７９５世帯で，６５歳以上の高齢化率が７７．９％となっている。

笠岡諸島への航路は，旅客船航路２航路及びフェリー航路があり，そのうち旅客船航路２航路は島民の生活交通として国庫補助航路となっている。このうち笠岡～飛島・六島航路は，現在１日４往復，他者の航路運航もなく，唯一の公共交通機関として100％国庫補助航路に認定されている。もう一方の旅客船航路である笠岡～佐柳本浦航路は現在１日８往復（始発と終便は真鍋島へ直行）を運行するが，白石島・北木島への寄港については，他社のフェリーが運航しているため，唯一航路とされておらず，欠損額の分担率が68.7％（令和６年度航路決算）となっている。両航路ともに島民の通勤通学や買い物等の足としてや，観光客の輸送手段，また生活物資や郵便物の輸送インフラとしても機能しており，島しょ部地域の生活に密着した必要不可欠な航路となっているが，いずれの航路も人口減少などの理由から利用客が減少し，航路を維持していくことが非常に困難な状況になりつつあり，持続可能な航路の確保維持が喫緊の課題となっている。
また，人件費や修繕費，燃料費をはじめとした維持経費の高騰が今後さらに継続することが予測されるとともに，笠岡諸島の人口減少に伴い島民の利用数増加も見込めない状況にある。航路事業者の経営状況についても利用者減少による収入の減や，笠岡～佐柳本浦航路における継続的な欠損額の負担等により経常的に不採算に陥っており，このままだと島民の生活航路の維持もままならなくなる恐れがある。
このため，島民にとって必要不可欠な公共交通機関である笠岡市の離島航路を，島民の利便性の向上と安定的な運航の確保を図り将来にわたり維持していくため，調査・検討を行い，航路改善計画を策定する。
２　基本的事項
（１）秘密の保持
本業務を遂行するに当たっては，業務遂行上知り得た一切の情報について外部に漏らさないこと。
（２）その他
この仕様書に定めのないものは，その都度笠岡市と見積書作成事業者で協議して決定する。
３　業務の概要
（１）名称
笠岡市離島航路改善計画策定業務
（２）業務内容
①当該航路にかかる現況調査
②アンケート調査等の実施
③笠岡市離島航路の将来予測・分析
④「笠岡市航路改善計画」の策定
⑤笠岡市離島航路改善協議会及び住民説明会へのオブザーバ参加及び資料作成
詳細は別紙「笠岡市離島航路改善計画業務委託仕様書」のとおり。
（４）委託期間
契約日～令和９年３月31日
４　参加条件
（１）令和８年度笠岡市入札（見積）参加資格者のうち，適当と認められる者。
（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
（３）民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き開始の申立て又は会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てを行っていない者（再生手続開始又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。）であること。
（４）笠岡市及び岡山県，中国四国地方の自治体等において同種・類似の業務実績があること。
（５）上記（１）から（４）の全てを満たす者とします。
（６）参加・提案に関して必要な一切の費用は，参加事業者の負担とします。
５　提出様式等
（１）笠岡市離島航路改善計画策定業務プロポーザル参加意思表明書（以下「参加意思表明書」という。）（様式第１号）
（２）企画提案書等
　①企画提案書「会社概要，業務実績，提案の内容，業務スケジュール，業務体制などを記載」（任意様式）
　②業務スケジュール表（任意様式）
　③見積書及び見積内訳明細書（様式第２号及び任意様式）
（３）その他
　提出書類について，提出期限以降の差替え及び再提出等は認めません。
６　仕様書に関する質問受付及び回答
（１）仕様書の内容について，質問がある場合は書面（任意様式）により行うものとし，持参，郵便，又はメールで受け付けます。
宛先は，前記６の提出先と同じ又は　メール kikakuseisaku@city.kasaoka.lg.jp
（２）受付期限　令和８年４月10日（金）17時まで
（３）回答は原則として令和８年４月14日（火）17時までに各事業者へ同内容のものをメールで送信します。
７　参加意思表明書の提出方法，提出先及び提出期限
　　本要領の内容を確認のうえプロポーザルに参加意思がある場合は，参加意思表明書（様式第１号）を提出してください。
（１）提出期限　令和８年４月17日（金）17時まで
（２）提出先　　笠岡市政策部企画政策課　笠岡市離島航路改善計画策定業務　担当あて
　　　　　　　〒714-8601　岡山県笠岡市中央町１番地１
（３）提出方法　持参又は郵便（持参の場合は土曜日，日曜日，祝日を除く。郵送の場合は（１）の期限までに必着）で提出してください。 
８　企画提案書等の提出方法，提出先及び提出期限
（１）提出方法　書面にて，持参又は郵便で提出してください。
　　　　　　　封筒に「笠岡市離島航路改善計画策定業務企画提案書在中」と明記してください。
（２）提出先等　前記６と同じ
（３）提出期限　令和８年４月28日（火）17時まで
（４）提出物及び提出部数
　①企画提案書（任意様式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７部
　②業務スケジュール表（任意様式）　　　　　　　　　　　　　　　７部
　③見積書及び見積内訳明細書（様式第２号及び任意様式）　　　　　１部（別封）
　④電子データ（前記６と同じメールアドレスへ送付ください。） 　　１式
（５）留意事項
　　①提出された企画提案書は返却しません。
②やむを得ず，本プロポーザルを辞退する場合は，提出期限の前日までに，辞退届（任意様式）に必要な事項を明記し会社印・代表者印を押印のうえ，提出してください。
③本業務の実施にあたっては，国の補助事業を活用して事業実施を行う予定であり，国庫補助事業の採択がなされなかった場合には，事業の中止や変更となる場合があります。
９　企画提案書等作成要領
（１）企画提案書（任意様式）
書類は任意様式とするが，次のとおり形式を揃えること。
・提出書類はＡ４版，片面印刷，下記中央ページ番号をふること。
・表紙ならびに目次をつけること。
・企画提案書は，次表の項目番号に従って，記載すべき事項内容に基づいて作成すること。
	番号
	項目
	記載すべき事項

	１
	会社概要，実績
	会社概要，提案内容，業務実績などについて，以下の点を踏まえて記述する。
· 会社概要，体制図
· 提案内容と同様または類似業務の過去の実績

	２
	本事業に対する取り組み
	本事業の受託に関する基本的な考え方及び具体的な取り組み方針について，以下の項目を定め主要なポイントを記述する。
· 基本的な考え方
· 本事業において課題と考える事項とその解決策
· 本市航路の特徴を捉えて提示

	３
	財務会計専門家へ依頼する業務内容及び依頼費用
	本事業の受託に関して財務会計専門家へ依頼する業務内容について記述するとともに，依頼に当たって発生する費用を記述する。なお，その費用は，別添提出の見積書にその費用を含めること。
【財務会計専門家】
小橋公認会計士総合事務所　EQ \* jc2 \* hps10 \o\ad(\s\up 9(こばし),小橋)

EQ \* jc2 \* hps10 \o\ad(\s\up 9(ひさゆき),仙敬)氏
岡山市北区野田屋町二丁目11番20号　おかやま信用金庫野田屋町支店３Ｆ
【費用】
別紙「経営診断等にかかる費用について」参照

	４
	その他，特記すべき事項
	その他，特記すべき事項があれば記述すること。


（２）資料
①業務スケジュール表（任意様式）
　　業務を遂行するに当たってのスケジュール表を作成すること。なお，提出するスケジュール
表は業務別の月ごとスケジュールを記載すること。
②見積書及び見積内訳明細書は，別封筒で厳封してください。
　　・押　　印：入札（競争見積）参加資格申請時の会社印，代表者印を使用すること。
　　・見積内容：仕様書に基づき見積内容を確認のうえ，遺漏のないようにすること。
10　プロポーザルの審査及び業者の選定
（１）プロポーザルの審査は，審査委員会によるものとします。
（２）プレゼンテーション，デモンストレーション，質疑応答を含め40分程度を実施し，別途定める評価項目について審査・総合評価を行い，最も優れた提案者を本業務に適した実施事業者候補者として選定します。なお，総合評価が高くても，仕様等に照らし致命的な問題があると考えられるときは，契約締結候補事業者から除外する場合があります。
（３）プレゼンテーションの開催日時及び場所については，５月７日（木）～８日（金）頃を予定していますが，詳細については，後日，提出者に対しメールで通知します。
（４）審査結果については，プロポーザル参加の各事業者にメールで通知します。
（５）プロポーザルの進行について
「プレゼンテーション」20分間，「質疑応答」20分間とする。なお，プロジェクター，スクリーン等の電子機器を使ったプレゼンテーションは基本的に行わないようにすること。
11　失格条項等
次の各号のいずれかに該当する場合，プロポーザルは無効とします。
　　①プロポーザルの提出方法，提出先，提出期限に適合しないもの。
　　②プロポーザルの各種様式及び作成要領に示された条件に適合しないもの。
　　③プロポーザルに記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
　　④プロポーザルに記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。
　　⑤虚偽の内容が記載されているもの。
12　見積限度額
８，０７４，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）
13　スケジュール（予定）
	１．質問受付期間
	令和８年４月３日（金）～４月10日（金）

	２．質問に対する回答期限
	令和８年４月14日（火）

	３．参加意思表明書の提出期限
	令和８年４月17日（金）

	４．参加資格確認結果の通知
	令和８年４月21日（火）

	５．企画提案書等の提出期限
	令和８年４月28日（火）

	６．プロポーザル審査
	令和８年５月７日（木）～８日（金）頃（未確定）

	７．最終選考結果の通知
	令和８年５月13日（水）

	８．契約
	令和８年５月中旬～下旬


　　※契約日については，国の予算成立日によって変更となる場合があります。
1

